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■　目　次　■

　 秋 田 県 バ リ ア フ リ ー 社 会 の 形 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久

秋 田 県 規 則 第 三 十 七 号

　 　 　 秋 田 県 バ リ ア フ リ ー 社 会 の 形 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 バ リ ア フ リ ー 社 会 の 形 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 秋 田 県 規 則 第 六 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　 別 表 第 一 第 一 号 の 表 一 の 項 及 び 二 の 項 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、 同 表 七 の 項 中 「 障 害 者 自 立 支 援 法 」 を 「 障 害

者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 に 、 「 第 五 条 第 十 二 項 」 を 「 第 五 条 第 十 一 項 」 に 、 「 す べ

て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、 同 表 八 の 項 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、 同 表 九 の 項 中 「 第 四 条 第 三 項 」 を 「 第 五 条 第 三

項 」 に 、 「 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 運 輸 省 令 第 五 十 九 号 ） 第 一 条 第 二 項 」 を 「 モ ー タ ー ボ ー ト 競

走 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 十 二 号 ） 第 五 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 表 十 の 項 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、 同 表 十

二 の 項 中 「 仕 出 し 屋 」 を 「 仕 出 屋 」 に 改 め 、 同 表 十 三 の 項 、 十 六 の 項 か ら 十 九 の 項 ま で の 規 定 及 び 二 十 三 の 項 並 び に 別

表 第 一 第 二 号 の 表 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 地 域 社 会 に お け る 共 生 の 実 現 に 向 け て 新 た な 障 害 保 健 福 祉 施 策 を 講 ず る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る

法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 五 十 一 号 ） の 施 行 の 日 （ 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 ） か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 の 改 正 規

定 （ 同 表 第 一 号 の 表 七 の 項 中 「 障 害 者 自 立 支 援 法 」 を 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法

律 」 に 、 「 第 五 条 第 十 二 項 」 を 「 第 五 条 第 十 一 項 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） は 公 布 の 日 か ら 、 同 項 の 改 正 規 定 中 「 第 五

条 第 十 二 項 」 を 「 第 五 条 第 十 一 項 」 に 改 め る 部 分 は 同 法 附 則 第 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 平 成 二 十 六 年 四 月

一 日 ） か ら 施 行 す る 。

　 衛 生 事 務 に 関 す る 知 事 の 権 限 を 保 健 所 長 に 委 任 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久

秋 田 県 規 則 第 三 十 八 号

　 　 　 衛 生 事 務 に 関 す る 知 事 の 権 限 を 保 健 所 長 に 委 任 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 衛 生 事 務 に 関 す る 知 事 の 権 限 を 保 健 所 長 に 委 任 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 一 年 秋 田 県 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　 別 表 第 一 号 ㈧ 中 「 失 踪
そ う

」 を 「 失 踪 」 に 改 め 、 同 号 　 中 「 第 四 十 六 条 の 四 第 三 項 第 四 号 」 を 「 第 四 十 六 条 の 四 第 七 項 第

四 号 」 に 改 め 、 同 表 第 一 号 の 二 中 「 及 び 第 十 二 条 第 二 項 」 を 削 り 、 同 表 第 二 号 ㈠ 中 「 第 四 条 」 を 「 第 六 条 」 に 改 め 、 同

表 第 七 号 ㈤ 、 第 十 四 号 ㈡ 並 び に 第 十 六 号 ㈡ 及 び ㈥ 中 「 当 該 吏 員 」 を 「 当 該 職 員 」 に 改 め 、 同 表 第 十 七 号 の 二 ㈠ 中 「 第 三

条 た だ し 書 」 を 「 第 四 条 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 号 ㈡ 中 「 第 五 条 第 二 項 」 を 「 第 六 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 表 第 二 十 八 号 ㈠

及 び ㈡ 中 「 第 九 条 の 三 第 十 項 及 び 第 十 五 条 の 二 の 五 第 三 項 」 を 「 第 九 条 の 三 第 十 一 項 及 び 第 十 五 条 の 二 の 六 第 三 項 」 に

改 め 、 同 号 ㈣ 及 び ㈤ 中 「 同 条 第 八 項 」 を 「 同 条 第 九 項 」 に 改 め 、 同 号 ㈥ 中 「 第 九 条 の 三 第 七 項 」 を 「 第 九 条 の 三 第 八

項 」 に 改 め 、 同 号 ㈦ 中 「 第 九 条 の 三 第 九 項 」 を 「 第 九 条 の 三 第 十 項 」 に 改 め 、 同 号 ㈧ 中 「 第 九 条 の 三 第 十 項 」 を 「 第 九

条 の 三 第 十 一 項 」 に 改 め 、 同 号 ㈩ 中 「 第 十 二 条 の 三 第 六 項 」 を 「 第 十 二 条 の 三 第 七 項 」 に 改 め 、 同 表 第 三 十 四 号 ㈣ 、

第 三 十 五 号 ㈢ 、 第 三 十 七 号 ㈣ 及 び 第 四 十 一 号 ㈦ 中 「 当 該 吏 員 」 を 「 当 該 職 員 」 に 改 め 、 別 表 第 四 十 三 号 及 び 第 四 十 四 号

を 次 の よ う に 改 め る 。
　　　規　則  
　○秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例施行規則の一部を改正する規則（３７・福祉政策課）……………１
　○衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部を改正する規則（３８・健康推進課）…………１　
　○秋田県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規則（３９・自然保護課）……………………………………２

二 十 九



秋　田　県　公　報　　　　　　　  2013年 平成25年３月29日（金曜日）　  号外第5号

−２−

　 四 十 三 及 び 四 十 四 　 削 除

　 別 表 第 四 十 八 号 ㈣ 及 び 第 五 十 一 号 ㈢ 中 「 当 該 吏 員 」 を 「 当 該 職 員 」 に 改 め 、 同 表 第 五 十 四 号 の 三 中 「 障 害 者 自 立 支 援

法 」 を 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 」 に 改 め 、 同 表 第 五 十 四 号 の 四 中 「 障 害 者 自 立

支 援 法 施 行 令 」 を 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 令 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 の 改 正 規 定 （ 同 表 第 二 号 、 第 十 七 号 の 二 、 第 四 十

三 号 、 第 四 十 四 号 、 第 五 十 四 号 の 三 及 び 第 五 十 四 号 の 四 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 こ の 規 則 の 施 行 前 に 行 わ れ 、 又 は 行 わ れ る べ き で あ っ た 母 子 保 健 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ） 第 二 十 条 第 一

項 に 規 定 す る 養 育 医 療 の 給 付 に 係 る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 衛 生 事 務 に 関 す る 知 事 の 権 限 を 保 健 所 長 に 委 任 す る 規 則

別 表 第 四 十 三 号 ㈢ に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

　 秋 田 県 自 然 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久

秋 田 県 規 則 第 三 十 九 号

　 　 　 秋 田 県 自 然 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 自 然 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 秋 田 県 規 則 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 三 条 第 一 項 中 「 自 然 環 境 保 全 地 域 特 別 地 区 内 行 為 許 可 申 請 書 （ 様 式 第 二 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別

に 定 め る 様 式 に よ る 申 請 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一 　 申 請 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ つ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二 　 行 為 の 目 的

　 三 　 行 為 の 場 所

　 四 　 行 為 地 及 び そ の 付 近 の 状 況

　 五 　 行 為 の 施 行 計 画 の 概 要

　 六 　 行 為 の 施 行 者

　 七 　 行 為 の 着 手 及 び 完 了 の 予 定 年 月 日

　 八 　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 十 三 条 第 二 項 中 「 の 各 号 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号 及 び 第 四 号 中 「 附 近 」 を 「 付 近 」 に 改 め る 。

　 第 十 五 条 第 一 項 中 「 自 然 環 境 保 全 地 域 特 別 地 区 内 非 常 災 害 応 急 措 置 届 出 書 （ 様 式 第 三 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記

載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一 　 届 出 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ つ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二 　 行 為 の 種 類

　 三 　 行 為 の 場 所

　 四 　 行 為 を し た 理 由

　 五 　 行 為 の 規 模 及 び 施 行 方 法

　 六 　 行 為 の 着 手 の 年 月 日 及 び 完 了 の 年 月 日 又 は 予 定 年 月 日

　 七 　 非 常 災 害 の 発 生 し た 年 月 日 及 び 時 間 並 び に そ の 継 続 し た 期 間

　 八 　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 十 六 条 第 一 項 中 「 自 然 環 境 保 全 地 域 特 別 地 区 内 既 着 手 行 為 届 出 書 （ 様 式 第 四 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た

別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一 　 届 出 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ つ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二 　 行 為 の 種 類

　 三 　 行 為 の 目 的

　 四 　 行 為 の 場 所

　 五 　 行 為 地 及 び そ の 付 近 の 状 況

　 六 　 行 為 の 施 行 計 画 の 概 要

　 七 　 行 為 の 施 行 者

　 八 　 行 為 の 着 手 の 年 月 日 及 び 完 了 の 年 月 日 又 は 予 定 年 月 日

　 九 　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 十 八 条 第 一 号 イ 中 「 給 じ 台 」 を 「 給 餌 台 」 に 改 め 、 同 号 チ 中 「 こ う 配 」 を 「 勾 配 」 に 改 め 、 同 号 リ 中 「 防 護 柵
さ く

」 を

「 防 護 柵 」 に 改 め 、 同 号 ネ 中 「 灯 ろ う 」 を 「 灯 籠 」 に 改 め 、 同 条 第 九 号 イ 中 「 第 二 十 二 条 の 十 一 第 一 項 第 一 号 」 を 「 第

六 十 三 条 第 一 項 第 一 号 」 に 改 め る 。

　 第 二 十 一 条 第 一 項 中 「 自 然 環 境 保 全 地 域 野 生 動 植 物 保 護 地 区 内 行 為 許 可 申 請 書 （ 様 式 第 五 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項
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を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 申 請 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一 　 申 請 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ つ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二 　 捕 獲 し 、 若 し く は 殺 傷 し 、 又 は 採 取 し 、 若 し く は 損 傷 す る 野 生 動 植 物 の 種 類 及 び 数 量

　 三 　 行 為 の 目 的

　 四 　 行 為 の 場 所

　 五 　 行 為 地 及 び そ の 付 近 の 状 況

　 六 　 行 為 の 施 行 方 法

　 七 　 行 為 の 施 行 者

　 八 　 行 為 の 着 手 及 び 完 了 の 予 定 年 月 日

　 九 　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 二 十 二 条 第 一 項 中 「 自 然 環 境 保 全 地 域 普 通 地 区 内 行 為 届 出 書 （ 様 式 第 六 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に

定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一 　 届 出 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ つ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二 　 行 為 の 目 的

　 三 　 行 為 の 場 所

　 四 　 行 為 地 及 び そ の 付 近 の 状 況

　 五 　 行 為 の 施 行 計 画 の 概 要

　 六 　 行 為 の 施 行 者

　 七 　 行 為 の 着 手 及 び 完 了 の 予 定 年 月 日

　 八 　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 二 十 八 条 第 一 項 中 「 緑 地 環 境 保 全 地 域 内 行 為 届 出 書 （ 様 式 第 八 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様

式 に よ る 届 出 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一 　 届 出 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ つ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二 　 行 為 の 目 的

　 三 　 行 為 の 場 所

　 四 　 行 為 地 及 び そ の 付 近 の 状 況

　 五 　 行 為 の 施 行 計 画 の 概 要

　 六 　 行 為 の 施 行 者

　 七 　 行 為 の 着 手 及 び 完 了 の 予 定 年 月 日

　 八 　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 三 十 三 条 第 一 項 中 「 開 発 行 為 届 出 書 （ 様 式 第 九 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出

書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一 　 届 出 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ つ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二 　 開 発 行 為 の 種 類

　 三 　 予 定 建 築 物 の 規 模

　 四 　 開 発 行 為 の 場 所

　 五 　 開 発 行 為 地 の 現 況

　 六 　 開 発 行 為 の 施 行 方 法

　 七 　 工 事 の 施 行 者

　 八 　 開 発 行 為 の 着 手 及 び 完 了 の 予 定 年 月 日

　 九 　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 三 十 四 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 （ 身 分 証 明 書 ）

第 三 十 四 条 　 条 例 第 三 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 様 式 第 一 号 に よ る も の と す る 。

２ 　 条 例 第 三 十 四 条 第 四 項 に 規 定 す る 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 様 式 第 二 号 に よ る も の と す る 。

　 様 式 第 一 号 か ら 様 式 第 九 号 ま で を 削 り 、 様 式 第 十 号 を 様 式 第 一 号 と し 、 様 式 第 十 一 号 を 様 式 第 二 号 と す る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

発行者　　秋　田　県　　　　秋田市山王四丁目１番１号
　　　　　　　　　　　　　　電話　018−860−1078（総務部広報広聴課）


